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★前年度H30（2018）年度に使われたお金に対する決算審査が中心の議会でした。一般会
　計は歳入362億9900万円、歳出351億6400万円、翌年度に繰り越すべき財源を引いて
　残った８億７５００万円の黒字となっています。。
★でも、これには前年度からの繰越金も含まれているし、市債として借入れたお金（約31
　億円）もあるので本当のところは黒字ではないともいえますが、庁舎建設や区画整理、
　災害復旧など将来の市民が使う施設への投資なのです。自治体としての運営はそれなり
　に健全だと思っています。
★Ｈ30（2018）年度の決算では市税収入が135億5293万円で、大きく伸びています。
　職員のみなさんの努力で収納率が向上したとの説明がありました。またコンビニで支払
　いができるようになった効果は大きいようです。
★それでも収入未済の（収めて頂いていない）税や保育料、保険料、利用料金が約10億円、
　不能欠損（徴収をあきらめた）が約5773万円となっています。債権の一元管理を進め、
　確実な徴収・収納をするべきだと思っています。
★決算を認定することに賛成しました。

★将来の公共施設の維持管理に使うための基金に多くを積立てしています。
　補正予算案に賛成しました。

９月議会では・・・

★令和元年（2019）年度補正予算
　　　　　　８億７１７４万円を追加して３１８憶２２７４万円に

◎基金積立
　　・公共施設等整備基金へ
　　・創生振興基金へ
◎子育てのための施設等利用給付
　　・幼児教育　・保育の無償化に伴う認可外保育施設等に関する給付
◎子育てのための施設等利用給付
　　・幼児教育　・保育の無償化に伴う私立幼稚園に関する給付
◎自治会バスの予備車両1台購入
◎林業施設災害復旧事業
◎公共土木施設災害復旧事業

………………………………………………………………………５億５００５万円
………………………………………………4億 3774 万円

…………………………………………………………1億 1231 万円
…………………………………………２３６３万円

…………………………………２億３２５３万円

……………………………………………３３８万円
………………………………………………………１８３０万円
…………………………………………………１６４０万円
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決算審査委員会から…　辻本のチェックポイント

　トレーニングルームは朝 9 時から 19 時まで、実利用者数は 1024 人、年間延べ
21898 回の利用です。農業者トレーニングセンターにも、トレーニングルームがあり、年
間延べ 1万人ほどの方が利用されています。ランニングマシン 4台、エアロバイク 3台、
ウェートマシン 3台、ちょっと設備は古いけど、朝 9時から 22時まで開いてますよ。

決算委員会では、12，13 日の 2 日間、23 課に来ていただき、事業の内容、
効果について説明を求めました。辻本もいくつか対象事業を選びましたが、
その中から報告します。

対象の男性職員は14人。
気軽に取れるといいにゃ～。

え～知らなかった。自分
たちで保険かけてるよ…

辻本
１人取得されているが、職場全体が男性職
員も育児休業を取りやすい環境にあるのか
どうか、上司の理解があるのかなど働き方
改革の一つだと思う。積極的な育児休業の
取得を進めているのか。

人事課長
職員等が子どもが生まれたことを人事課に届け
出られたときに、イクメンレポートといった冊
子を配布し、なるべく取得して頂くようにして
いる。男性もとれますとお知らせはしているが、
積極的に何かをしているということはない。

男性の育児休業取得者数男性の育児休業取得者数

辻本
大型モニターは5台、4台ある小学校とゼロ
のところがある。PTAが寄付しているモニ
ターもあるとは思うが、このような差があ
ることについて教育委員会はどのように考
えているのか。

学校教育課長
大型モニターはほとんどがPTAからの寄贈
で学校教育課では予算化していない。文科省
の指針ではプロジェクター、デジタルテレビ
などで代用が可能ということである。

小中学校OA機器整備小中学校OA機器整備

辻本
地域清掃や高齢者への声かけなどの社会福祉
活動など市民の公益活動中の事故に際しての
保険。対象の市民全員にはホームページ、市
民便利帳などで、コミュニティを通して行政
区、団体へ周知しているということであるが、
知らない方が多いのではないか。

市民生活部長
基本的にこの保険制度は、市民の善意による
奉仕活動をサポートするという考え方のもと
でしている。市民全体に対し、引き続きこの
制度の周知・徹底をはかりたい。

市民活動保険運営事業…119万円市民活動保険運営事業…119万円

辻本
対象者は20才以上となっているが、利用さ
れているのは、60代、70代の方が多い。将
来の介護費用、医療費を削減する手立ては、
やはり健康管理、健康づくりだと思う。40
代以上の方も利用しやすい仕組みを考える
べきではないか。

健康推進課長
健康推進課長：市内には運動ができる民間施
設も新しくできており、そちらを利用される
若い世代の方も多くなっている。カミーリヤ
のトレーニング室だけでなく市内の類似施設
の情報発信にも努めたい。

トレーニングルーム運営委託…1114万円トレーニングルーム運営委託…1114万円
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地球規模の気候変動を
みんなで考えないとね…

トイレの整備を早く
してほしいな。体に良
くないと思うの…。

　小水力発電の可能性調査の結果は、固定価格買い取り制度の20年間のうちの15年間は建設
コスト1450万円の回収に費やすことになり、維持管理費もかかることから、事業的には収益を
生むのは難しいというものでした。でも、これは自然エネルギーの環境教育にも役立つのでは…
と思うのです。竜岩自然の家を、ドイツのフライブルクにあるエコステーションみたいな「環境
学習センター」にしてはどうかと思っています。エコステーション
は。地元産の木材、断熱性の土壁、自然エネルギーの利用、屋上緑
化等、施設自体がエコ建築のモデルで教材なのです。そこでは自然
や環境を直接体験することを重視し、子どもたちのための「緑の教
室」プログラム、教師向けワークショップ、一般市民向けセミナー
など、市民の環境意識を育む役割を果たしているのです。市民でこ
のようなところを作ってみたいと思いませんか？

たたしし 夢夢ととちちょょっっ

辻本
行動計画推進会議で開催された職員対象の
研修で、どのような取り組みの意見があっ
たのか。行動計画の達成度の検証はどのよ
うに行うのか。

環境課長
計画実行に向け職員にどのような働きかけを
行うか意見交換と企画をしている。昼休みの
消灯、紙の分別、コピー用紙を再利用するな
ど日常業務の中でできることをあげている。
目標の達成度について実施状況を出しており、
次の取り組みにつないでいる。

環境にやさしい行動計画環境にやさしい行動計画

辻本
筑紫小学校では、児童が多く、子どもたち
が使うトイレが足りないということがある
が、どのように考えているか。

学校教育課長
筑紫小学校の状況等は把握ができている。こ
れからの対策等について、今研究をしている。

小学校児童数の推移小学校児童数の推移

辻本
市内事業者にとって補助金額の約13倍とい
う経済効果（総工事費1億1732万円）があ
る。市民の方から申し込もうとしたら、受
付が終了していたとのこと。補助金の拡大
は考えられなかったのか。

建築課長
市内の34社が受注社として申請されている。
工事期間を3か月として、大体12月で完了す
るように補助金額を設定している。

住宅改修工事補助事業…879万円住宅改修工事補助事業…879万円

辻本
筑紫野市内には中小の河川がいくつもある
し、利用できる農業用水も多い。環境課と
して、このような地域に潜在的にある再生
可能エネルギーを利用する小水力発電をど
のようにとらえているのか。

建築課長
計画の中では再生可能エネルギーの推進を盛
り込んでいる。今後、地域の振興を図るモデ
ルというものがあれば調査研究していきたい。

小水力発電可能性調査事業…334万円小水力発電可能性調査事業…334万円

フライブルクのエコステーション
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☆☆　応援してください　☆☆

2人以上で、声を
かけてくだされば
出前報告会
いたします。

後援会の活動費は会費と寄付でまかなっています。
会員になってくださるよう、お願いいたします。 
　年会費　　１口　１０００円
会費のお振込みは・・・
郵便振込み　０１７５０－４－７０８３　辻本みえこ後援会
〒818-0063 筑紫野市桜台1－30－１　　TEL.９１９－６５６９

放課後児童健全育成事業の運営に関する条例をチョット変えます

　学童保育の指導員さんの「資格」取得の機会が、県知事が認めた機関だけでなく、
指定都市の長が認めた機関でもできることになります。筑紫野市でいえば福岡県だ
けでなく北九州市、福岡市で行われる資格取得の研修に参加しやすくなる・・とい
うことです。条例改正に賛成しました。

幼児教育・保育の無償化がはじまります・・・が。

　子ども・子育て支援法が改正されたので、用語を変えたり、国が決めた基準を考
慮して市の条例を変える・・というものです。
「支給認定」から「教育・保育給付認定」へ。副食費を保護者負担とすること。
（但し、年収３６０万円未満相当世帯及び、第３子以降の子については免除）
主にはこのような内容でした。条例改正に賛成しました。

★幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する 3 才～ 5 才のすべての子どもたちの
　利用料が無償になります（通園送迎費、食材料費、行事費などは今まで通り保護
　者の負担です）。２才以下は対象外ですが、住民税非課税世帯は対象となります。
★認可外保育所（届出保育所）も無償化の対象です。認可外保育所を利用するには「保
　育の必要性があるという認定」が必要になります。但し、都道府県が認定した認
　可外保育所でないと対象外になります。（ホントややこしい）

　学童保育の要望はますます多くなっています。現在は、学童保育を受け
持っているＮＰＯにだけ研修の案内をしているそうですが、より多くの方
に指導員さんになって頂きたいので、広く市民の方にも研修の案内をして
もらいたいですね。

　ベビーシッター、病児保育、ファミリーサポートなども認可外保育園として無償化に含ま
れます。これはいいなと思っています。でも、2歳児以下が入れる保育の場が足りないのが
課題なのに。2歳児以下の保育料を手厚くして、運営を補助するのが一番だと思うのです。

　初めて決算審査の委員会を傍聴したのですが、議会でお金の使い方について
議員さんが意見を言っているのを初めて聞きました。議会で、議員全員で、こん
なことを話し合っているのかと、すごく身近に感じました。  （H・M）

し ま し た傍 聴


